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各種会議のお知らせ
理事会 7月 18日（金）15：30～ 16：30 くにびきメッセ 5F 

501大会議室（第３会場）
評議員会 7月 18日（金）17：00～ 18：00 くにびきメッセ 3F 

国際会議場（第 1会場）
編集委員会 7月 18日（金）18：00～ 18：30 くにびきメッセ 6F 

602会議室 
セラピスト研修委員会 7月 18日（金）18：00～ 18：30 くにびきメッセ 4F 

403会議室
教育研修企画委員会 7月 19日（土） 8：00～ 8：30 くにびきメッセ 3F 

302商談室
総会 7月 19日（土）13：00～ 13：50 くにびきメッセ 3F 

国際会議場（第１会場）
全員懇親会 7月 19日（土）18：30～ 20：00 カラコロ工房テラス
　（ 18：00より順次会場前からシャトルバスを運行いたします．ご参加の皆様はぜひご利
用ください．（参加費無料です））

学術プロジェクト委員会 7月 20日（日）10：00～ 10：30 くにびきメッセ 3F 
308商談室

セラピスト指導医の学術集会参加必須化に伴う 
ご参加について

第 36回日本運動器科学会にご参加の際は，当日「指導医学会参加登録受付」（くにびき
メッセ 1F多目的ホール）にて記名カードをお渡しいたしますので，ご記入のうえお帰り
までにご提出ください．後日「参加証明書」を郵送させていただきます．
セラピスト研修認定制度規則　第 4条（1）指導医の条件として「5年間に 1回以上，
本学会の学術集会に参加すること」が 2018年 6月 22日の理事会で承認されました．この
規則変更は評議員会，会員総会でも報告され，同日をもって施行されています．セラピス
トの指導医という重要な役割を担っている会員には，学術集会参加を通して運動器リハビ
リテーションに関する見識をブラッシュアップしていただきたい，というのがこの規則変
更の目的です．学会参加者の方でセラピスト指導医の方には学会参加証明書を後日発行い
たします．
この新規則は 2018年 6月にすでに施行されており，2018年以降に参加された方を除い
て，セラピスト指導医の方は 2027年までに 1回は学会参加が必須となります．


